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(57)【要約】
【課題】使い勝手のよい電子機器を提供する。
【解決手段】複数のユーザが存在できる空間内において
、ユーザの生体情報の変化を生体センサ（３０）から取
得する取得装置（４３）と、前記空間に関する検出及び
前記空間を形成する物体（２００）に関する検出の少な
くとも一方を行う検出装置（１０，２０）と、前記取得
装置の取得結果と、前記検出装置の検出結果とに基づい
て、前記空間内に関する評価及び前記空間を形成する物
体に関する評価の少なくとも一方を行う評価装置（４３
）と、を備えた使い勝手のよい電子機器を提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザが存在できる空間内において、ユーザの生体情報の変化を生体センサから
取得する取得装置と、
　前記空間に関する検出及び前記空間を形成する物体に関する検出の少なくとも一方を行
う検出装置と、
　前記取得装置の取得結果と、前記検出装置の検出結果とに基づいて、前記空間内に関す
る評価及び前記空間を形成する物体に関する評価の少なくとも一方を行う評価装置と、を
備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記空間を形成する物体は、移動可能な移動装置であることを特徴とする請求項１記載
の電子機器。
【請求項３】
　前記評価装置は、前記移動装置全体と、前記移動装置の一部の少なくとも一方の評価を
行うことを特徴とする請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記評価装置は、前記移動装置の移動区間に応じて前記移動装置の評価を行うことを特
徴とする請求項２又は３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記評価装置の評価結果に基づいて、前記移動装置を制御する制御装置を備えたことを
特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記移動装置の一部の制御を行うことを特徴とする請求項５記載の電
子機器。
【請求項７】
　前記検出装置は、前記移動装置の速度を検出する速度センサを含むことを特徴とする請
求項２～６のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記検出装置は、前記移動装置の振動を検出する振動センサを含むことを特徴とする請
求項２～７のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記検出装置は、前記空間内の環境を検出する環境センサを含むことを特徴とする請求
項１～８のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記検出装置は、前記空間内の音の大きさを検出する音量計を含むことを特徴とする請
求項１～９のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記生体センサは、前記ユーザと接触する接触部を有し、
　前記取得装置は、前記接触部の出力を取得し、
　前記評価装置は、前記接触部の出力から得られる前記ユーザの有無に関する情報に基づ
いて前記評価を行うことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記生体センサは、第１の姿勢のユーザを検出する第１接触部と、前記第１の姿勢とは
異なる第２の姿勢のユーザを検出する第２接触部とを有し、
　前記取得装置は、前記第１、第２接触部の出力を取得し、
　前記評価装置は、前記第１、第２接触部の出力から得られるユーザの姿勢に基づいて前
記評価を行うことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記空間内の混雑具合を検出する混雑検出装置を備えたことを特徴とする請求項１～１
２のいずれか一項に記載の電子機器。
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【請求項１４】
　前記混雑検出装置は、前記空間内を上方から撮像する撮像部を有することを特徴とする
請求項１３記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記混雑検出装置は、前記ユーザに付随する物体の画像データを記憶する記憶部と、前
記空間内を撮像する撮像部と、を有し、
　前記撮像部が撮像した結果と、前記画像データとに基づいて前記空間内の混雑具合を検
出することを特徴とする請求項１３記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記撮像部は、前記空間内を上方から撮像し、
　前記ユーザに付随する物体の画像データは、前記物体を上方から見た状態の画像データ
であることを特徴とする請求項１５記載の電子機器。
【請求項１７】
　ユーザの生体情報を生体センサから取得する取得装置と、
　前記取得装置とは異なり、前記ユーザを特定する特定装置と、
　前記特定装置の特定結果に基づいて、前記取得装置の取得結果を端末機器に送信する送
信装置と、を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項１８】
　前記ユーザが前記生体センサの設けられた第１空間にいる時間と、前記ユーザが前記第
１空間とは異なる第２空間にいる時間とを計時する計時装置を備えたことを特徴とする請
求項１７記載の電子機器。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザの生理指標とユーザの申告情報とから心理状態を判定して、機器の制御を行う装
置が提案されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の装置では、ユーザが申告操作をしなければならず、使い勝手がよ
い装置とはいえなかった。
【０００５】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、使い勝手のよい電子機器を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電子機器は、複数のユーザが存在できる空間内において、ユーザの生体情報の
変化を生体センサから取得する取得装置と、前記空間に関する検出及び前記空間を形成す
る物体に関する検出の少なくとも一方を行う検出装置と、前記取得装置の取得結果と、前
記検出装置の検出結果とに基づいて、前記空間内に関する評価及び前記空間を形成する物
体に関する評価の少なくとも一方を行う評価装置と、を備えた電子機器である。
【０００７】
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　この場合において、前記空間を形成する物体は、移動可能な移動装置であってもよい。
この場合、前記評価装置は、前記移動装置全体と、前記移動装置の一部の少なくとも一方
の評価を行うこととしてもよい。また、前記評価装置は、前記移動装置の移動区間に応じ
て前記移動装置の評価を行うこととしてもよい。更に、電子機器は、前記評価装置の評価
結果に基づいて、前記移動装置を制御する制御装置を備えていてもよい。この場合、前記
制御装置は、前記移動装置の一部の制御を行うこととしてもよい。また、前記検出装置は
、前記移動装置の速度を検出する速度センサを含むこととしてもよい。また、前記検出装
置は、前記移動装置の振動を検出する振動センサを含むこととしてもよい。
【０００８】
　本発明の電子機器では、前記検出装置は、前記空間内の環境を検出する環境センサを含
むこととしてもよい。また、前記検出装置は、前記空間内の音の大きさを検出する音量計
を含むこととしてもよい。
【０００９】
　また、本発明の電子機器では、前記生体センサは、前記ユーザと接触する接触部を有し
、前記取得装置は、前記接触部の出力を取得し、前記評価装置は、前記接触部の出力から
得られる前記ユーザの有無に関する情報に基づいて前記評価を行うこととしてもよい。ま
た、前記生体センサは、第１の姿勢のユーザを検出する第１接触部と、前記第１の姿勢と
は異なる第２の姿勢のユーザを検出する第２接触部とを有し、前記取得装置は、前記第１
、第２接触部の出力を取得し、前記評価装置は、前記第１、第２接触部の出力から得られ
るユーザの姿勢に基づいて前記評価を行うこととしてもよい。
【００１０】
　また、本発明の電子機器では、前記空間内の混雑具合を検出する混雑検出装置を備えて
いてもよい。この場合、前記混雑検出装置は、前記空間内を上方から撮像する撮像部を有
していてもよい。また、前記混雑検出装置は、前記ユーザに付随する物体の画像データを
記憶する記憶部と、前記空間内を撮像する撮像部と、を有し、前記撮像部が撮像した結果
と、前記画像データとに基づいて前記空間内の混雑具合を検出することとしてもよい。こ
の場合、前記撮像部は、前記空間内を上方から撮像し、前記ユーザに付随する物体の画像
データは、前記物体を上方から見た状態の画像データであることとしてもよい。
【００１１】
　また、本発明の電子機器は、ユーザの生体情報を生体センサから取得する取得装置と、
前記取得装置とは異なり、前記ユーザを特定する特定装置と、前記特定装置の特定結果に
基づいて、前記取得装置の取得結果を端末機器に送信する送信装置と、を備えている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、使い勝手のよい電子機器を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一実施形態に係るユーザ評価システムが搭載された車両内の一部の状態を示す図
である。
【図２】ユーザ評価システムの構成を示すブロック図である。
【図３】ＬＥＤ、フォトダイオード、発汗センサが設けられたつり革を示す図である。
【図４】ユーザ評価システムのＣＰＵによる処理を示すフローチャートである。
【図５】車両内ログを示す図である。
【図６】センサログを示す図である。
【図７】不快理由判定テーブルを示す図である。
【図８】車両センサログを示す図である。
【図９】不満原因判定テーブルを示す図である。
【図１０】評価ログを示す図である。
【図１１】評価表を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、一実施形態に係るユーザ評価システム１００について、図１～図１１に基づいて
、詳細に説明する。本実施形態のユーザ評価システム１００は、電車、バスや飛行機など
の乗り物での乗客の満足度・不満度（不快度）などの評価に適用することができる。以下
、ユーザ評価システム１００を電車において適用した場合について、詳細に説明する。
【００１５】
　図１には、ユーザ評価システム１００が搭載された車両２００内の一部の状態が示され
ている。また、図２には、ユーザ評価システム１００の構成がブロック図にて示されてい
る。
【００１６】
　ユーザ評価システム１００は、図２に示すように、情報入出力部１０、ジェスチャー検
出部２０、生体センサ部３０、制御部４０を有している。以下、各部について詳細に説明
する。
【００１７】
（情報入出力部１０）
　情報入出力部１０は、図１に示すように、車両２００内の天井部に設けられている。こ
の情報入出力部１０は、図２に示すように、撮像部１１と、スピーカ１２と、マイク１３
と、車両センサ１４と、を有する。
【００１８】
　撮像部１１は、撮影レンズ、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complemen
tary Metal Oxide Semiconductor）などの撮像素子、及び撮像素子を制御する制御回路な
どを有しており、車両２００内の天井からの撮像により、例えば乗客の頭部を撮像する。
撮像部１１により撮像された画像は、ＣＰＵ４３に送信され、ＣＰＵ４３では当該画像を
用いて車両内の混雑具合を算出したりする。
【００１９】
　スピーカ１２は、車内アナウンスを行うためのスピーカであり、ＣＰＵ４３の指示に応
じた音声を出力する。
【００２０】
　マイク１３は、車内の音声や騒音を集音して、集音した音声や騒音の大きさ（ｄＢ）を
ＣＰＵ４３に対して出力するものである。なお、制御部４０に、音声認識辞書を用いた音
声認識を行う音声認識部を設け、当該音声認識部により、マイク１３が集音した音声を認
識するようにしてもよい。
【００２１】
　車両センサ１４は、温度計、湿度計、振動センサ、速度計、加速度計、及びＧＰＳモジ
ュールなどを有する。温度計及び湿度計は、車両２００内の温度や湿度を検出する。なお
、温度計と湿度計とを配置する位置や数は任意に設定することができる。また、温度計と
湿度計は別体であってもよいが、温度計と湿度計とを一体とした温湿度計を用いることと
してもよい。振動センサは、電車が走行、停止等することで生じる車両の振動を検出する
ものであり、振動加速度を測定する場合には加速度センサが用いられ、振動角度を測定す
る場合にはジャイロセンサが用いられる。速度計及び加速度計は、電車の速度及び加速度
を検出する。ＧＰＳモジュールは、電車の位置（緯度、経度）を検出するものである。な
お、ＧＰＳモジュールは、電車１台に対して、１つのみ設けることとしてもよい。
【００２２】
　なお、情報入出力部１０は、車内の広さ、撮像部１１の撮像範囲（撮影レンズの画角）
、マイク１３の集音範囲に応じて複数設けることができる。また、撮像部１１、スピーカ
１２、マイク１３は必ずしも一体とする必要はない。また、撮像部１１、スピーカ１２、
マイク１３の数についても、各装置の性能に応じて決定することができる。なお、撮像部
１１を複数設ける場合には、その撮像範囲の一部が重複するようにそれぞれの撮像部１１
を配置することが好ましい。撮像範囲を重複させることにより、移動する乗客の頭を追跡
することができるからである。撮像範囲を重複して頭を追跡することは、本願出願人が先
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に出願した特願２０１０－２５９５２９号明細書（特開２０１２－１１３３６９号公報）
に記載されている。
【００２３】
　なお、情報入出力部１０には、撮像部１１、スピーカ１２、マイク１３のそれぞれの位
置や方向（撮像方向、音声出力方向、集音方向）を調節するための駆動装置（例えばボイ
スコイルモータ）を設けるようにしてもよい。
【００２４】
（ジェスチャー検出部２０）
　ジェスチャー検出部２０は、乗客が行った行動（つり革を強く握る、貧乏揺すりをする
など）を検出するものであり、圧電センサ２１と、圧力センサ２２と、を有する。本実施
形態のジェスチャー検出部２０は、乗客に特定のジェスチャーをしてもらい、そのジェス
チャーを検出するというのではなく、車両２００内の状況に応じて乗客が行ってしまった
行動をジェスチャーとして検出する。すなわち、乗客は意思表示をするために特定のジェ
スチャーを覚えるなどする必要がない。
【００２５】
　圧電センサ２１は、図１に示すように、車両２００内の床２２０に設けられている。圧
電センサ２１は、ピエゾ素子を有し、外部から与えられた力を圧電効果により電圧に変換
することで、振動を電気的に検出するものである。圧電センサ２１の検出結果は、ＣＰＵ
４３に対して出力される。なお、圧電センサ２１を分割して床２２０に複数配置すること
で、車両２００内のどの位置において振動が検出されたかを認識することができる。
【００２６】
　圧力センサ２２は、歪センサを用いたものや、静電容量の変化から圧力を検出するもの
などを採用することができ、図１に示すように、つり革５０や手すり２３０などに設けら
れている。圧力センサ２２の検出結果は、ＣＰＵ４３に対して出力される。
【００２７】
　ＣＰＵ４３では、圧力センサ２２の出力の有無からつり革５０や手すり２３０に掴まっ
ている人の人数を推定することができ、また、当該推定結果を利用することで車内の混雑
具合（乗車率）を推定することができる。また、ＣＰＵ４３は、圧力センサ２２の出力か
ら、乗客がつり革や手すりを強く握るなどの通常と異なる握り方（ジェスチャー）をして
いるかどうかを判別することができ、当該判別結果を利用することで、乗客がストレスを
感じているかどうかを推定することができる。
【００２８】
　なお、本実施形態では、乗客のプライバシーを保護する観点から撮像部１１を車両２０
０の天井部に設けることとしたが、これに限らず、乗客の顔を撮像できる位置に撮像部１
１を設けることとしてもよい。この場合、ＣＰＵ４３は、撮像部１１により撮像された画
像中の乗客の表情（苦しい表情、眉間に皺を寄せた表情など）をジェスチャーとして認識
するようにしてもよい。かかる場合には、表情に関する画像を予めフラッシュメモリ４１
に格納しておき、ＣＰＵ４３は、当該表情に関する画像を用いたパターンマッチング等に
より、乗客の表情を認識するようにすればよい。
【００２９】
（生体センサ部３０）
　生体センサ部３０は、乗客の生体情報を検出するセンサ群であり、つり革５０、手すり
２３０、椅子２１０などに設けられている。生体センサ部３０は、乗客の心拍数、血中酸
素濃度、血圧などの生体情報を検出するものであり、ＬＥＤ３１、フォトダイオード３２
、発汗センサ３３、圧力センサ３５を有する。
【００３０】
　図３には、ＬＥＤ３１、フォトダイオード３２、発汗センサ３３が設けられたつり革５
０が示されている。この図３に示すように、ＬＥＤ３１、フォトダイオード３２、発汗セ
ンサ３３は、つり革５０の手すり部分５０ａに設けられている。ＬＥＤ３１とフォトダイ
オード３２は、手すり部分５０ａに交互に複数配置され、発汗センサ３３は、ＬＥＤ３１
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とフォトダイオード３２とを挟むように２つ（１対）設けられている。
【００３１】
　ＬＥＤ３１とフォトダイオード３２は、ＬＥＤ３１の照射する光を指に当てたときに反
射する光をフォトダイオード３２で受光することにより心拍数や血中酸素濃度を検出する
。発汗センサ３３は、複数の電極により手のインピーダンスを測定して、発汗量を検出す
る。なお、ＬＥＤ３１、フォトダイオード３２、発汗センサ３３の数や配置は適宜設定す
ることができる。なお、つり革５０の手すり部分５０ａには、前述した圧力センサ２２も
設けられている。ＣＰＵ４３は、圧力センサ２２により乗客がつり革につかまっているこ
とを検出している間だけＬＥＤ３１を発光するようにしてもよい。このようにすることで
、ＬＥＤ３１による無駄な発光を抑制することができる。
【００３２】
　なお、本実施形態においては、図３に示すように生体センサ３０の一部と、圧力センサ
２２を近接配置したが、別々に設けてもよく、また、これらを一つのユニットとしてもよ
い。
【００３３】
　なお、上記においては、つり革５０に設けられたＬＥＤ３１、フォトダイオード３２、
発汗センサ３３、及び圧力センサ２２について説明したが、手すり２３０にも、ＬＥＤ３
１、フォトダイオード３２、発汗センサ３３、及び圧力センサ２２は設けられる。これら
手すり２３０に設けられる各センサの配置や数は、適宜設定することが可能である。
【００３４】
　圧力センサ３５は、半導体センサや、圧電素子を用いた振動型の圧力センサなどであり
、車両２００内の椅子（座席）２１０内部に設けられた流体袋３４の内圧を検出するセン
サである。流体袋３４は、一例として、空気が充填された気体袋であり、尾てい骨あるい
は坐骨に接するように椅子２１０内部に設けられている。椅子２１０に乗客が座ると、乗
客の尾てい骨あるいは坐骨により流体袋３４が圧迫された状態となる。この場合、動脈の
脈拍が流体袋３４に伝わることで、流体袋３４の内圧が変化するため、圧力センサ３５に
おいて当該内圧を検出することで、呼吸や心拍等の生体情報を取得することができる。な
お、流体袋３４を用いた生体情報の検出については、例えば特許第３９０６６４９号（特
開２００２－３４５７６８号公報）に記載されている。
【００３５】
　なお、ＣＰＵ４３は、圧力センサ３５の出力から、椅子２１０に乗客が座っているかど
うかを検出することもできる。
【００３６】
（制御部４０）
　制御部４０は、フラッシュメモリ４１、インタフェース部４２、ＣＰＵ４３を有してい
る。
【００３７】
　フラッシュメモリ４１は、不揮発性のメモリであり、各種プログラムや、後述する不快
理由判定テーブル（図７）、不快原因判定テーブル（図９）、などが記憶されている。ま
た、フラッシュメモリ４１には、後述する車両内ログ（図５）、センサログ（図６）、車
両センサログ（図８）、評価ログ（図１０）、評価表（図１１）などが記録される。
【００３８】
　インタフェース部４２は、無線、有線、近距離通信などを用いて、被制御機器６０に対
する制御信号を送信するものである。ここで、被制御機器６０には、車両２００に設置さ
れた表示部や空調機器、スピーカなどの機器が含まれる。
【００３９】
　ＣＰＵ４３は、ユーザ評価システム１００全体を制御するものであり、情報入出力部１
０、ジェスチャー検出部２０、生体センサ部３０からの出力に基づき、被制御機器６０の
制御を行ったり、乗客の満足度・不満度（不快度）に関する評価を行ったりするものであ
る。
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【００４０】
　次に、上記のように構成されるユーザ評価システム１００のＣＰＵ４３の処理について
、図４のフローチャートに沿って、詳細に説明する。なお、図４のフローチャートは、あ
る駅において電車の扉が閉まったことをトリガーとして開始されるものとする。
【００４１】
　図４のフローチャートでは、まず、ステップＳ１０において、ＣＰＵ４３が電車の混雑
具合を検出する。ここで、ＣＰＵ４３は、図５の車両内ログに示すように、車両毎、所定
時間毎に、立っている人の数や、座っている人の数、ベビーカーや車椅子の数、つり革５
０や手すり２３０に設けられた圧力センサ２２の出力のログをとっているものとする。例
えば、立っている人の数は、撮像部１１が撮像した画像中に含まれる乗客の頭の数から検
出することができる。また、座っている人の数は、圧力センサ３５の出力から検出するこ
とができる。なお、撮像部１１が撮像した画像中に座っている乗客の頭の数が含まれてし
まう場合もある。このような場合には、撮像部１１が撮像した画像中に含まれる乗客の頭
の数から座っている人の数を差し引いた値を、立っている人の数とすればよい。ベビーカ
ーや車椅子の数は、例えば、フラッシュメモリ４１にベビーカーや車椅子の参照画像のデ
ータを記憶しておき、当該参照画像と撮像部１１が撮像した画像とを比較することで、検
出する。
【００４２】
　ＣＰＵ４３は、上述した図５に示す車両内ログに基づいて、各車両における混雑具合を
検出する。この混雑具合の検出においては、ＣＰＵ４３は、車両内ログの各値を用いた所
定の演算（重み付け演算など）を行うことで、混雑具合を検出する。なお、図５では、混
雑具合を「非常に混雑」、「混雑」、「非常に空いている」などのランクにて表現してい
る。ただし、これに限られるものではなく、混雑具合を混雑率（輸送人員÷輸送力×１０
０（％））などの数値で表現してもよい。
【００４３】
　なお、ＣＰＵ４３は、ステップＳ１０において車両毎に混雑具合を求めた結果、比較的
空いている車両がある場合には、混んでいる車両に設置されたスピーカ１２や被制御機器
６０に含まれる表示部を介して、その旨を報知することとしてもよい。
【００４４】
　次いで、ステップＳ１２では、ＣＰＵ４３が、生体センサ部３０により乗客の生体情報
を取得するとともに、ジェスチャー検出部２０により乗客の行動情報を取得する。
【００４５】
　この場合、ＣＰＵ４３は、立っている人の生体情報を、所定時間毎に、つり革５０や手
すり２３０に設けられたＬＥＤ３１、フォトダイオード３２、発汗センサ３３を用いて検
出するとともに、座っている人の生体情報を椅子２１０に設けられた圧力センサ３５を用
いて検出する。
【００４６】
　また、ＣＰＵ４３は、立っている人の行動情報（ジェスチャー）を、所定時間毎に圧電
センサ２１、圧力センサ２２により検出するとともに、座っている人の行動情報（ジェス
チャー）を、所定時間毎に圧電センサ２１により検出する。なお、ＣＰＵ４３は、電車の
位置についても、所定時間毎にＧＰＳモジュールから取得する。
【００４７】
　図６には、ステップＳ１２で検出された値を纏めたセンサログが示されている。この図
６のセンサログには、「時刻」、「車両ＮＯ．」、「圧電センサ２１（の検出結果）」、
「圧力センサ２２（の検出結果）」、「生体センサ３０（の検出結果）」、「車両位置」
、「評価」が記録されている。なお、「生体センサ３０（の検出結果）」には、心拍数や
血中酸素濃度など種々の値が含まれる。
【００４８】
　次いで、ステップＳ１４では、ＣＰＵ４３は、ステップＳ１２で検出した情報に基づい
て、乗客の様子を分析する。
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【００４９】
　ここでは、ＣＰＵ４３は、図６のセンサログの圧電センサ２１、圧力センサ２２、生体
センサ３０の各値を用いて、立っている人の評価（不快かどうか）と座っている人の評価
（不快かどうか）を判断し、図６のセンサログの「評価」の欄に記録する。なお、乗客が
不快かどうかは、実験やシミュレーションにより、不快に感じているときに各センサから
どのような値が出力されるか、各センサの値がどのように変化するかを予め予測しておき
、これに基づいて、評価する。
【００５０】
　そして、ＣＰＵ４３は、図７に示す不快理由判定テーブルを用いて、不快理由を分析す
る。具体的には、ＣＰＵ４３は、立っている人と座っている人の評価、温度・湿度、及び
評価が一部の車両のものか全車両共通かどうか（評価範囲）、に基づいて、不快理由を分
析する。
【００５１】
　例えば、立っている人も座っている人も不快と感じているとする。この場合に、車両内
の温度・湿度がともに規定よりも高い場合には、ＣＰＵ４３は、図７に基づいて、乗客は
温度・湿度が高いために不快に感じていると分析する。
【００５２】
　また、立っている人のみが不快と感じている場合には、車両内の混雑が原因である可能
性があるとして、ＣＰＵ４３は、図５の車両内ログの混雑具合を参照する。そして、ＣＰ
Ｕ４３は、図５の車両内ログの同時刻における混雑具合が「混雑」や「非常に混雑」であ
った場合には、図７に基づいて、乗客は混雑のために不快に感じていると分析する。
【００５３】
　また、立っている人も座っている人も不快であるが、温度・湿度は適度であった場合に
は、ＣＰＵ４３は、図６のセンサログに基づいて、全車両で同様の傾向にあるのか、他の
車両には同様の傾向が無いのかを判断する。そして、ＣＰＵ４３は、図７に基づいて、全
車両で同様の傾向があった場合には、乗客は運転に対する不満のため、不快に感じている
と分析する。なお、運転に対する不満のため、乗客が不快に感じていると分析された場合
には、この時点における車両のデータについても分析する。具体的には、ＣＰＵ４３は、
図８に示すように、車両センサ１４の振動センサ、速度計、加速度計の計測値のログを所
定時間毎にとっているので、これらの値に基づいて、運転士が、急ブレーキをしたのか、
急発進をしたのか、カーブにおける速度超過であるのか、など、運転における問題点を分
析する。この場合、一例として、図９に示す不満原因判定テーブルに基づいて、車両セン
サ１４の値に応じた分析を行う。なお、例えば、カーブにおいて各車両に揺れが生じるタ
イミングには、ずれがある。したがって、ＣＰＵ４３は、当該ずれを考慮して、不満原因
の分析をするようにしてもよい。なお、不快の原因が湿度・温度に起因する場合は、数分
以上継続して不快な状態が続くが、運転に起因するものは数秒程度であるので、乗客が数
秒程度急激に不快に感じている場合は運転に起因すると分析してもよい。
【００５４】
　一方、立っている人も座っている人も不快な車両が、他には無いような場合には、ＣＰ
Ｕ４３は、乗客の出す騒音や喧嘩などのために乗客が不快に感じている可能性があると分
析する。そして、ＣＰＵ４３は、車両内に設置されたマイク１３が集音した音の大きさが
何ｄＢかを確認し、当該音の大きさが、過去の騒音データと比較して大きな音であった場
合（例えば９０ｄＢ程度以上の場合）には、騒音によって乗客が不快に感じていると分析
する。なお、ＣＰＵ４３は、他の車両と比較して、特定の車両のマイク１３の出力が大き
い場合に、当該特定の車両の乗客が騒音を不快に感じていると分析してもよい。
【００５５】
　なお、電車が緊急停止信号などにより停車している間に、生体センサ３０の出力などか
ら乗客がイライラしていることが検出された場合には、新たな情報がないとしてもそのタ
イミングでスピーカ１２や不図示の表示装置により乗客に対して情報提供するようにして
もよい。
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【００５６】
　なお、ＣＰＵ４３は、ステップＳ１４の分析結果を、図１０の評価ログの不快原因の欄
に記録する。なお、図１０の評価ログは、図６のセンサログに「不快原因」の欄を追加し
たものである。
【００５７】
　図４に戻り、ＣＰＵ４３は、次のステップＳ１６において、ステップＳ１４の分析の結
果、被制御機器６０の制御が必要であるか否かを判断する。ここでの判断が肯定された場
合には、ステップＳ１８に移行する。ステップＳ１８に移行した場合には、ＣＰＵ４３は
、分析結果に基づいて、被制御機器６０の制御を実施する。例えば、乗客が温度・湿度に
対して不快と感じている場合には、ＣＰＵ４３は、被制御機器６０である空調機器を制御
して、温度・湿度の少なくとも一方の制御を行う。
【００５８】
　また、ある車両の乗客が騒音を不快に感じているような場合には、当該車両に設けられ
た被制御機器６０である表示部に“お静かに願います”と表示する。なお、ＣＰＵ４３は
、スピーカ１２により“お静かに願います”とアナウンスしてもよい。この場合、フラッ
シュメモリ４１に記憶されている音声データによりアナウンスすることが好ましい。これ
は、車掌等が口頭で注意すると、乗客の感情を逆なでしてしまうおそれがあるからである
。
【００５９】
　また、運転士の技量に対して乗客が不快と感じているような場合には、被制御機器６０
である表示部やスピーカ１２を用いて、大きな揺れや、急発進、急停車があったことに対
するお詫びをしてもよい。
【００６０】
　また、分析の結果、乗客が不快に感じているにもかかわらず、原因が特定できなかった
場合には、ＣＰＵ４３は、車両に設けられた被制御機器６０である表示部やスピーカ１２
から、“何かありましたら、お近くのマイクに向かってお知らせください”などのメッセ
ージを表示又はアナウンスしてもよい。
【００６１】
　上記のようにしてステップＳ１８の処理が終了すると、ステップＳ２０に移行する。ま
た、ステップＳ１６の判断が否定された場合にも、ステップＳ２０に移行する。
【００６２】
　ステップＳ２０では、ＣＰＵ４３は、次の駅に到着したかどうかの判断を行う。ここで
は、図６のセンサログに常時記録されている車両位置（車両センサ１４に含まれるＧＰＳ
モジュールで検出）に基づいて、ＣＰＵ４３は、次の駅に到着したかどうかの判断を行う
。ここでの判断が否定された場合、すなわち、次の駅に到着していなければステップＳ１
２に戻り、次の駅に到着するまでの車内の様子のモニターを継続する（ステップＳ１２～
Ｓ２０の処理・判断を繰り返す）。一方、ステップＳ２０の判断が肯定された場合、すな
わち、次の駅に到着した場合には、ステップＳ２２に移行する。
【００６３】
　ステップＳ２２では、ＣＰＵ４３は、ステップＳ１２からステップＳ２０の繰り返しに
より得られた不快原因（図１０参照）に基づいて、一つの区間における運転士の運転に対
する乗客の評価を求める。この場合、図１１に示すような評価結果を得ることができる。
本実施形態によれば、乗客の生体情報や、乗客の行動（ジェスチャー）に基づいて運転や
車内の環境に関する評価を行っているので、多くの乗客の評価をほぼリアルタイムで入手
することができる。このため、後から過度な評価やクレイムを受けたりすることを低減す
ることができる。
【００６４】
　次いで、ステップＳ２４では、ＣＰＵ４３は、到着した駅が終着駅かどうかの判断を行
う。ここでの判断が否定された場合には、ステップＳ１０に戻り、上述した処理を繰返し
行う。一方、ステップＳ２４の判断が肯定された場合、すなわち、終着駅に到着した場合
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には、図４の全処理を終了する。
【００６５】
　なお、上記においては、駅に到着するたびにステップＳ２２の評価の処理を行うことと
したが、これに限らず、評価の処理を、１日の終わりなどに纏めて実行することとしても
よい。
【００６６】
　なお、上記実施形態では、車両内ログ（図５）、センサログ（図６）、車両センサログ
（図８）、評価ログ（図１０）を記録するとともに、当該各ログと、不快理由判定テーブ
ル（図７）及び不快原因判定テーブル（図９）を用いて、車両２００に関する評価を行う
こととした。しかしながら、これに限られるものではなく、センサの種別等に応じて、各
ログや各テーブルを適宜変更することとしてもよい。
【００６７】
　以上、詳細に説明したように、本実施形態によると、ＣＰＵ４３が、複数のユーザが存
在できる車両２００内においてユーザの生体情報の変化を生体センサ部３０、ジェスチャ
ー検出部２０から取得した結果と、車両２００に関する検出を行う情報入出力部１０の検
出結果とに基づいて、車両２００に関する評価を行うので、ユーザの生体情報やジェスチ
ャー、車両内の状況などに応じて車両２００に関する評価を適切に行うことができる。こ
れにより、使い勝手のよいユーザ評価システム１００を提供することができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、車両２００の一部のユーザが不快に感じている場合や車両２０
０全体のユーザが不快に感じている場合など、を検出することができるので、これに基づ
いて、車両２００の適切な評価を行うことができる。また、本実施形態では、車両２００
を駅間毎に評価しているので、駅間毎の車両２００の運転状態（車両内の環境や、運転士
の運転技量等）を評価することができる。また、本実施形態では、ＣＰＵ４３は、評価結
果に基づいて、被制御機器６０を制御することとしているので、ユーザの評価を改善する
ように車両２００内の環境等を制御することができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、車両２００内に圧電センサ２１、圧力センサ２２、圧力センサ
３５が設けられており、ＣＰＵ４３は、これらの出力から得られるユーザの有無に関する
情報（混雑情報など）に基づいて車両２００の評価を行う。したがって、ユーザの有無に
関する情報（混雑情報など）を考慮した適切な車両２００の評価を行うことができる。ま
た、本実施形態では、圧電センサ２１及び圧力センサ２２が立っているユーザを検出し、
圧力センサ３５が椅子２１０に座っているユーザを検出するので、ＣＰＵ４３は、これら
の検出結果に基づいて、適切に車両内の評価を行うことができる。
【００７０】
　また、本実施形態のユーザ評価システム１００は、車両２００内を上方から撮像する撮
像部１１を有している。これにより、ＣＰＵ４３は、ユーザのプライバシーを保護しつつ
、撮像部１１により撮像された画像に基づいて、車両２００内の混雑具合を把握すること
ができる。また、本実施形態では、ユーザに付随する物体（ベビーカーや車椅子など）の
参照画像のデータをフラッシュメモリ４１に記憶しており、ＣＰＵ４３は、参照画像のデ
ータと撮像部１１により撮像された画像とに基づいて車両２００内の混雑具合を検出する
。これにより、車両２００内の混雑状況を適切に把握することができる。
【００７１】
　なお、上記実施形態の生体センサ部３０には、赤外線カメラが含まれていてもよい。赤
外線カメラは、情報入出力部１０と一体的に、車両２００の天井部などに設けることがで
きる。赤外線カメラは、乗客から出ている赤外線放出エネルギー量を検出して、当該エネ
ルギー量から温度を算出するものであり、広い範囲の表面温度の分布を検出することがで
きる。この場合、ＣＰＵ４３は、赤外線カメラから得られる人の表面温度の情報に基づい
て、混雑具合や、乗客が快適かどうかなどを判断・分析してもよい。
【００７２】
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　なお、上記実施形態では、乗り物内においてユーザ評価システム１００を適用した場合
について説明したが、これに限られるものではない。例えば、病院や映画館・劇場などに
おいてユーザ評価システム１００を適用することとしてもよい。例えば、病院においては
、待合室（第１空間もしくは第１室）にユーザ評価システム１００を設置するものとする
。この場合、待合室の椅子や手すりなどに生体センサ部３０や圧力センサ２２を設け、床
に圧電センサ３１を設け、天井に情報入出力部１０を設けることとする。このようにする
ことで、ＣＰＵ４３は、患者の感情（長時間待たされて不満に思っている、室内の温度が
高いなど）や、患者の体調（気分が悪くなり苦しんでいるなど）を推測することが可能と
なる。特開２００４－４９３８９号に記載されているように、喘息の症状と心拍数には相
関関係がある。このため、フラッシュメモリ４１にこの相関関係のテーブルを記憶し、椅
子に流体袋３４を設け、圧力センサ３５により心拍数を検出することにより、喘息の発作
具合（重度、軽度）を検出することができる。なお、生体センサ部３０には上述の赤外線
カメラを含ませて、患者の発熱状態を検出するようにしてもよい。また、ＣＰＵ４３が、
推測結果に基づいて、不満、不快な患者の位置等を表示装置に表示すれば、病院スタッフ
は、当該患者に話を聞いたり、診察の順番を変更したりすることができるようになる。こ
の場合も、先に挙げた特願２０１０－２５９５２９号明細書（特開２０１２－１１３３６
９号公報）の記載に基づき、例えば病院の受付で患者の頭を撮像して、その後、撮像部１
１により患者を追尾するようにすれば、体調が特にすぐれない患者や不満を持っている患
者を特定することができる。この場合、生体センサ部３０により検出した患者の症状をイ
ンターフェース部４２により診察室（第２空間もしくは第２室）にある医師の端末機器（
パーソナルコンピュータ、タブレット端末など）に送信しておけば、診療時間の短縮や、
症状の説明を簡略にすることができる。更に、ユーザ評価システム１００にタイマー機能
を持たせて、受付後からの各患者の待ち時間や、診察時間を計時して、この計時結果をフ
ラッシュメモリ４１に記憶させることにより、患者の待ち時間を数値化したり、予想待ち
時間を報知したりすることができる。
【００７３】
　また、車両の実施例で記載したように、混雑のため患者が立っておりその時間が長い場
合や、体調が特にすぐれない患者が立っている場合には、その患者に優先して座ってもら
うようにしてもよい。更に、車両の実施例で記載したように、ある患者が騒々しいときに
は、スピーカ１２により注意を促すようにしてもよい。
【００７４】
　また、映画館・劇場においては、映画観賞用の椅子や椅子の肘掛部分などに生体センサ
部３０や圧力センサ２２を設け、床に圧電センサ３１を設け、天井に情報入出力部１０を
設けることとする。このようにすることで、ＣＰＵ４３は、映画や芝居の進行に関連して
、客がどのような感情を抱いたのかを把握することができ、作り手が意図した場面で意図
したとおりの客の反応（ドキドキして心拍数が上がる）があったかどうかを知ることがで
きる。また、映画館・劇場の場所（席）による反応の違い（前の席の客は反応したが、後
ろの席の客はあまり反応しなかったなど）を知ることができる。このように、把握結果を
利用することで、映画・劇場の客観的な評価を行うことが可能となる。
【００７５】
　なお、これまでの説明で引用した全ての公報の開示を援用して本明細書の記載の一部と
する。
【００７６】
　上述した実施形態は本発明の好適な実施の例である。但し、これに限定されるものでは
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　　１０　情報入出力部
　　１１　撮像部
　　１３　マイク
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　　１４　車両センサ
　　２０　ジェスチャー検出部
　　２１　圧電センサ
　　２２　圧力センサ
　　３０　生体センサ部
　　３４　流体袋
　　３５　圧力センサ
　　４１　フラッシュメモリ
　　４３　ＣＰＵ
　　１００　ユーザ評価システム
　　２００　車両

【図１】 【図２】
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